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各国法令・審査基準との比較 
～食品の用途発明について～ 

 
 

各国審査基準との比較 
物の発明   2 頁～ 
方法の発明     4 頁～ 
スイスタイプクレーム   6 頁～ 
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  日本 米国 欧州 中国 韓国 

物

の

発

明 

審査基準 

第 III 部第 2章第 4節 特定

の表現を有する請求項等につ

いての取扱い 

3.1.2 用途限定が付された

物の発明を用途発明と解すべ

き場合の考え方 

(2)請求項中に用途限定があ

るものの、請求項に係る発明

が用途発明といえない場合 
未知の属性を発見したとし

ても、その技術分野の出願時

の技術常識を考慮し、その物

の用途として新たな用途を提

供したといえない場合は、請

求項に係る発明は、用途発明

に該当しない。審査官は、そ

の用途限定が請求項に係る発

明を特定するための意味を有

しないものとして、請求項に

係る発明を認定する。 
 

なお、食品分野の技術常識

MPEP 

2112 潜在的特性に基づく拒

絶の要件；立証責任 

「先行技術の組成物の、従前

には認められていない特性

や、又は従来技術の機能に関

する科学的説明を発見して

も、発見者が古い組成物は新

規であるとして特許を受けら

れるようにはならない。」 
従って、先行技術に潜在的に

存在する新規使用、新規機能

又は未知の特性についてクレ

ームすることは必ずしも当該

クレームを特許性のあるもの

とするわけではない。 

欧州特許の付与に関する条約 

第 53 条 特許性の例外 

欧州特許は，次のものにつ

いては，付与されない。 
… 
(c) 手術又は治療による人体

又は動物の体の処置方法及び

人体又は動物の体の診断方法 
 

この規定は，これらの方法

の何れかで使用するための生

産物，特に物質又は組成物に

は適用しない。 
 
第 54 条 新規性 

… 
(2) 欧州特許出願の出願日前

に，書面若しくは口頭，使用

又はその他のあらゆる方法に

よって公衆に利用可能になっ

たすべてのものは技術水準を

構成する。 
(3) また，その出願の出願日

審査指南 

第 2部第 3章 新規性 

3.2.5 性能、パラメータ、用

途又は製造方法などの特徴を

含む製品の請求項 

（2） 用途特徴を含む製品の

請求項 

この類の請求項について、

請求項における用途特徴は保

護を請求する製品にある特定

の構造及び/又は組成を備え

ていることが暗に含まれてい

るかを考慮しなければならな

い。もし、当該用途は製品そ

のものの固有の特性によって

決まるものであり、用途特徴

にも製品の構造及び/又は組

成上の変化が暗に含まれてい

ないならば、当該用途特徴に

限定された製品請求項は対比

文献の製品に比べては新規性

を具備しない。 

審査指針 

第 9部 技術分野別審査基準 

第 3章 食品関連発明 

2.2 特許請求の範囲の記載

要件 

①請求の範囲に記載された発

明の対象が健康機能食品の場

合、その健康機能食品を限定

する用途は、構成要件と認め

られる。 



参考資料５－１                                                   

3 
 

  日本 米国 欧州 中国 韓国 
を考慮すると、食品として利

用されるものについては、公

知の食品の新たな属性を発見

したとしても、通常、公知の

食品と区別できるような新た

な用途を提供することはな

い。（例 2） 

が(2)にいう日の前であり，か

つ，その日以後に公開された

欧州特許出願の出願時の内容

も技術水準を構成するものと

みなされる。 
 (4) (2)及び(3)は，第 53 条(c)
にいう方法において使用され

る物質又は組成物であって技

術水準に含まれるものの特許

性を排除するものではない。

ただし，その方法におけるそ

の使用が技術水準に含まれな

い場合に限る。  
(5) (2)及び(3)はまた，第 53
条(c)にいう方法において特

に使用するための(4)にいう

物質又は組成物の特許性も排

除するものではない。ただし，

その使用が技術水準に含まれ

ない場合に限る。 
 
審査便覧 

第 VI 章 新規性 
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  日本 米国 欧州 中国 韓国 
7.1 公知の医薬製品の第二又

は更なる医薬用途 

物質又は組成物が「第一医

薬用途」で使用されているこ

とが既に公知である場合、前

記用途が新規かつ進歩性があ

るという条件で、53 条(c)に従

う方法における第二又は更な

る用途について 54 条(5)に基

づきなお特許性があり得る。 
このため、54 条(4)及び(5)は、

製品クレームは(絶対的に)新
規な製品にのみ取得され得る

という一般原則からの例外を

規定している。 

方

法

の

発

明 

審査基準 

第 III 部第 1 章 発明該当性

及び産業上の利用可能性 

3.1 産業上の利用可能性の

要件を満たさない発明の類型 

以下の(i)から(iii)までのい

ずれかに該当する発明は、産

業上の利用可能性の要件を満

米国特許法 

第 100 条 定義 

(b) 「方法」とは，方法，技

法又は手法をいい，既知の方

法，機械，製造物，組成物又

は材料の新規用途を含む。 
 
MPEP 

欧州特許の付与に関する条約 

第 53 条 特許性の例外 

欧州特許は，次のものにつ

いては，付与されない。 
… 
(c) 手術又は治療による人体

又は動物の体の処置方法及び

人体又は動物の体の診断方法 

専利法 

第 25 条 

以下に掲げる各号には特許

権を付与しない。 
… 
（3）疾病の診断及び治療方

法 

審査指針 

第 3部第 1章 

5. 産業上利用することがで

きない発明 

「産業上利用することがで

きる発明」に該当しないもの

の代表的な類型は、次のとお

りである。 



参考資料５－１                                                   

5 
 

  日本 米国 欧州 中国 韓国 
たさない。 
(i) 人間を手術、治療又は診断

する方法の発明 
(ii) 業として利用できない発

明 
(iii) 実際上、明らかに実施で

きない発明 

2112 潜在的特性に基づく拒

絶の要件；立証責任 

2112.02 方法クレーム 

使用方法のクレーム 

古い構造及び組成物の新規

かつ自明でない使用は特許性

を有することがある。 
古い構造の未知の特性の上

に築き上げられた当該構造の

新たな利用法の発見は、使用

方法としてその発見に特許性

がある場合がある。 

請求項に記載された発明が

この要件を充足させていない

として拒絶理由を通知すると

きには、可能な限り具体的理

由をあげて詳細に指摘する。 
 
5.1 医療行為 

(1)産業上利用することがで

きる発明に該当しない類型 

①人間を手術したり、治療し

たり、又は診断する方法の発

明、すなわち医療行為につい

ては、産業上利用することが

できる発明に該当しないもの

とする。 
医師(漢方医師を含む) 又は

医師の指示を受けた者の行為

でなくても、医療機器(例：メ

ス等)を利用して人間を手術

したり、医薬品を使用して人

間を治療する方法は、医療行

為に該当するものとみる。 
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  日本 米国 欧州 中国 韓国 

ス 

イ 

ス 

タ 

イ 

プ 

ク 

レ 

ー 

ム 

   審査指南 

第2部第10章 化学分野の発

明専利出願の審査に関する若

干の規定 

4.5.2 物質の医薬用途の請

求項 

物質の医薬用途発明は、薬

品の請求項、又は例えば「製

薬上の応用」、「ある疾病の治

療薬の製造における応用」な

ど製薬方法カテゴリーに属す

るような用途請求項を以って

専利を出願する場合には、専

利法 25 条 1 項（3）号に規定

した状況に該当しない。 

 

 

（仮訳の出典について） 

米国、欧州、中国、韓国：特許庁ホームページを元に作成 

 

 


